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森林整備工事入札参加資格審査実施要領 
（目的） 
第１ この要領は、平成２０年１月２９日付け福井県告示第５０号森林整備工事の請負契約に

係る一般競争入札または指名競争入札に参加する者に必要な資格等（以下「告示」という。）

の６に定める森林整備工事の競争入札に参加を希望する法人の資格審査に関する事務処理

に必要な事項を定める。 

 

（申請書の受付場所） 
第２ 森林整備工事入札参加資格審査要綱（平成１４年１月２５日付け森第７０号農林水産部

長通達）（以下「要綱」という。）の第２の２に基づく申請書等は、必要とされる書類が具

備されている場合は主たる営業所の所在地を管轄する農林総合事務所長または嶺南振興局

長（以下「所長」という。）を経由し、農林水産部長へ提出するものとする。 
 
（資格の審査） 
第３ 法人から提出された申請書は、その内容について審査を行い、その結果入札参加資格を

有することとなる法人については、福井県森林整備工事入札参加資格者名簿（様式１）に

登載し、その旨を森林整備工事入札参加資格確認通知書（様式２）により申請者に通知す

る。 
 
（必要な資格要件） 
第４ 入札参加資格を有する法人は、次の全ての要件を満たしている法人とする。 
１ 法人登記事項証明書による審査 
（１）告示の２に規定する法人であること。 
（２）資本金（出資金）50 万円以上（契約保証金程度の金額）を有している法人であること。

これにより、契約の履行について事業主として財政上の責任を負うことができる法人であ

ることを確認する。 
２ 納税証明書による審査 

県税としての法人県民税、事業税等の滞納がない法人であること。 
これにより、契約の履行について事業主として財政上および法律上の責任を負うことがで

きる法人であることを確認する。 
３ 申請書による審査 
（１）経営状況および経営内容 

申請書の経営状況および経営内容欄への記載内容により、法人の経営状況判断の資料と

する。これは、前２項の法人であることを確認するものであり、その内容により入札参加

資格の有無を判断するものではない。 
（２）森林整備業務の実績 

森林整備業務の実績は、申請日を基準にして直近２箇年の実績とし、施工実績により森
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林整備工事の施工能力を判断する。 
（３）従業員等の内訳 

① 業務管理者の実務経験 
森林整備工事等（公共建設工事を含む）の現場管理に係る実務経験を、様式第２号の付

表「経歴書」欄で確認する。 
② 専門技術者の資格要件 

要綱別表１の２の資格要件欄に掲げる資格を有する者の資格については、資格認定証書

の写し等により確認する。 
 また、経験年数は、様式第２号の付表「経歴書」欄で確認する。 

③ 技術作業員数 
現場での作業に携わる技術作業員を４名以上有することについては、様式第２号の３の

技術作業員の欄で確認する。 
（４）社会保険等への加入状況 

加入が義務付けられている労災保険、雇用保険、健康保険等および年金制度に加入して

いること。 
なお、任意適用となっている小規模等の法人にあっては判断の対象としない。 

① 労働者災害補償保険（労災保険） 
労災保険は、労働者の負傷・疾病等の補償を行うため、官公署等以外の労働者を使用す

るすべての事業に適用（労災保険法第３条）されているため、加入の状況により判断する。 
② 雇用保険 

雇用保険は、労働者の生活安定を図るために労働者を雇用する事業所すべてに適用され

ている（雇用保険法第５条）ため、その加入の状況により判断する。 
なお、６５歳以上の雇用者、日雇労働者及び４ヶ月以内の季節的雇用者は適用除外（法

第６条）となっている。 
③ 健康保険・国民健康保険 

被保険者の生活安定のため、業務外の疾病・負傷等に対して保険給付を行う社会保険制

度には健康保険と国民健康保険がある。 
林業を行う法人は健康保険の強制適用事業所となっているため、健康保険および国民健

康保険のそれぞれの加入者の合計で判断する。 
④ 年金制度 

年金制度には、厚生年金、国民年金があるが、これらの制度への加入者の合計の状況で

判断する。 
ア、厚生年金は、労働者の老後、傷害等の保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活と

福祉の向上を図るための制度であり、政府が管掌する厚生年金保険には、林業を営む法

人の事業所が強制適用事業所（知事の許可を得れば任意適用事業所となる）となってい

る。 
イ、国民年金は、全国民を対象とする基礎的年金制度に改正されているが、従来の国民年

金適用者（自営業者等）としての第１号被保険者の加入をいう。 
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⑤ 退職金制度 
建設業退職金共済制度（建退共）や林業退職金共済制度（林退共）等があり、これらの

加入状況により判断する。 
（５） 労働衛生管理体制 

従業員数や作業の内容等により法令等で選任が義務付けされている法人にあっては、次

の資格者がいる法人であること。 
○ 総括安全衛生管理者、安全管理者および衛生管理者の選任 
・ 総括安全衛生管理者･･･常時１００人以上の労働者を使用する事業場において、その事

業の実施を統括管理する者から選任する。（労働安全衛生法第１０条、同法施行令第２

条） 
・ 安全管理者…常時５０人以上の労働者を使用する事業場において、一定の資格を有す

る者から選任する。（労働安全衛生法第１１条、同法施行令第３条） 
・ 衛生管理者…常時５０人以上の労働者を使用する事業場において、一定の資格を有す

る者から選任する。（労働安全衛生法第１２条、同法施行令第 4 条） 
○ 安全衛生推進者の選任 

小規模事業場における安全衛生水準の向上を図るため、常時１０人以上５０人未満の労

働者を使用する事業場において一定の能力を有する者（講習修了者）から選任する。（労

働安全衛生法第１２条の２、同法規則第１２の２） 
○ 各種作業主任者の選任 

作業主任者の配置が義務付けられている作業にあっては、作業場単位毎に必要な資格を

有している者から選任する。（労働安全衛生法第１４条、同法施行令第６条） 
○ 技術作業員の選任 
森林整備工事の作業にあっては、作業種ごとに必要な次の資格および技術を有する者か

ら選任する。 
主 な 選 任 対 象 の 業 務 必 要 な 資 格 等 

チエンソーによる伐木等 伐木等業務講習修了者 
刈払機による下刈、徐伐等 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習修了者 
機械集材装置による集材 林業架線作業主任者免許保持者 
高さ２ｍ以上の地山の掘削 地山の掘削作業主任者技能講習修了者 
高さ２ｍ以上のはい付け はい作業主任技能講習修了者 
小型移動式クレーンの運転 小型移動式クレーン運転技能講習終了者 
吊り上げ荷重１ｔ以上のクレーンの玉掛け 玉掛技能講習修了者 
※ 必要な資格等は、林業・木材製造業労働災害防止協会福井県支部等が行う講習会等に

より取得可能。 
 
（６）労働基準監督署等から受けた安全衛生に関する重要な指導等 

競争入札等に参加する業者を選定する際に法人の安全衛生管理体制の状況を確認するた

めのものであり、入札参加資格の有無を判断するものではない。 
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（７）労働災害の発生状況 
労働災害の発生状況の有無を確認する。 

（８）林業機械保有台数 
発注する業務の設計上必要としている林業機械の種類を保有している法人であること。 
なお、機械の種類毎の台数は問わない。 

 
（参加資格の停止等）  
第５ 次の事項に該当する場合には、福井県森林整備工事契約に係る指名停止等の措置要領（以

下「指名停止要領」という。）の規定により、入札参加資格の停止または取り消しを行うも

のとする。 
（１）森林整備工事等に関して指名停止要領の第１条に規定する措置要件の一に該当すること

となったとき。 
（２）森林整備工事入札参加資格者名簿に登載された法人に対して、指名停止要領に基づく入

札参加資格停止または取り消しの措置が行なわれたとき。   
 
附則 
この要領は、平成１４年２月２０日から施行する。 
この要領は、平成１８年４月 １日から施行する。 

この要領は、平成２０年２月２０日から施行する。 

この要領は、平成２１年８月２０日から施行する。 

この要領は、平成２２年４月 １日から施行する。 

この要領は、令和元年１１月２９日から施行する。 


